
２－１ 課 税 状 況

� 本年分の課税状況

区 分 人 員 総所得金額等 申告納税額等

所

営 業 等 所 得 者

人 員 総所得金額等 申告納税額

人 千円 千円 人 千円 千円

確 定 申 告

修 正 申 告

決 定 ・ 増 額 更 正

減 額 更 正

更 正 請 求

異 議 申 立 決 定 等

９６９，３５４

１，０６８

△ １

△ ３

△ ２

－

４，８５５，７４７，９３８

６，６１８，３４７

△ ４，０４４

△５８５，００３

△ ２２，４５７

－

２７０，７４０，１０７

５３１，５４４

△ １９

△ １１，９２２

△ ２，３３６

－

２５１，４５７

１１７

－

△ １

－

－

８８６，１８４，１０２

４８８，７５９

－

△ ２１，０９９

－

－

５６，１０６，８７４

４４，３０２

－

△ ６，９６６

－

－

計 ※実 ９７０，４１６ ※４，８６１，７５４，７８１ ※２７１，２５７，３７４ ※実２５１，５７３ ※８８６，６５１，７６２ ※５６，１４４，２１０

法第１０３条による税額 ３，５０８ － １，２６１，８２７

合 計 ９７３，９２４ － ２７２，５１９，２０１

過 少 申 告 加 算 税

無 申 告 加 算 税

重 加 算 税

内２ ２

内５３ ５５

－

－

－

－

１７

３，１１７

－

納 税 額 総 計 － － ２７２，５２２，３３４

調査対象等：平成１５年分の申告所得税について、平成１６年３月３１日現在で申告納税額がある者の申告又は処理（更正・決定等）による課税事
績を示した。

用語の説明：１ 総所得金額等とは、総所得金額（利子、配当、不動産、事業、給与、譲渡、一時、雑の各所得金額の合計）及び土地等に係
る事業所得等の金額、分離譲渡、株式等に係る譲渡所得等の金額、山林、退職の各所得金額の合計額をいい、損益通算、純損
失及び雑損失の繰越控除後の金額をいう。

２ 申告納税額とは、総所得金額等から所得控除した後の課税所得金額に、所定の税率を乗じて計算した税額から、税額控除、
源泉徴収税額等を控除した後の納付すべき税額をいう。

３ 更正請求とは、納税義務者の申告した課税標準又はこれに対する税額の計算に誤りがあったことにより納付すべき税額が過
大であるとき等一定の理由に限り、一定期間内に更正（改め直すこと）の請求をすることをいう。

４ 法第１０３条による税額とは、確定申告書の提出がないために、予定納税額が年税額となった所得税額をいう。
５ 加算税とは、法定申告期限までに適正な申告がない場合において、その申告を怠った程度に応じて課する税であって一種の
行政罰の性格を有するものをいう。
� 過少申告加算税 … 期限内の申告が過少であった場合に課されるもの
� 無申告加算税 …… 申告が期限後になった場合に課されるもの
� 重加算税 ………… 所得の計算において事実を隠ぺい又は仮装していた場合に、過少申告加算税又は無申告加算税に代

えて課されるもの
（注） １ 「人員」欄の「実」は実人員を示す。

２ 加算税の「人員」欄は、延人員を掲げ、加算税の全額について異動を生じたものを内書した。

２ 申告所得税

３６



得 者 別 内 訳

農 業 所 得 者 そ の 他 所 得 者

人 員 総所得金額等 申告納税額 人 員 総所得金額等 申告納税額

人 千円 千円 人 千円 千円

２７，９５０

１７

－

－

－

－

９９，１２６，８０５

１１２，０２８

－

－

－

－

４，０８０，０４０

１２，０２９

－

－

－

－

６８９，９４７

９３４

△ １

△ ２

△ ２

－

３，８７０，４３７，０３１

６，０１７，５６０

△ ４，０４４

△ ５６３，９０４

△ ２２，４５７

－

２１０，５５３，１９３

４７５，２１２

△ １９

△ ４，９５６

△ ２，３３６

－

※実２７，９６７ ※９９，２３８，８３３ ※ ４，０９２，０６９ ※実６９０，８７６ ※３，８７５，８６４，１８５ ※２１１，０２１，０９４

� 既往年分の課税状況

区 分

平 成 １４ 年 分 平 成 １３ 年 以 前 分 計

人 員
総 所 得
金 額 等

申 告 納
税 額 等

人 員
総 所 得
金 額 等

申 告 納
税 額 等

人 員
総 所 得
金 額 等

申 告 納
税 額 等

人 千円 千円 人 千円 千円 人 千円 千円

申告又は処理による
増 減 差 額

内１９，４０６
４４，３９３１０８，６８４，６５１ ７，０３４，８７０ 内 ５，３４１

１６，９０９５７，４６０，０７３ ７，３５６，７７０ 内２４，７４７６１，３０２１６６，１４４，７２４１４，３９１，６４０

加算税の

増減差額

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

過少申告
加 算 税

内 ７，８２１
７，８４４ － ３３０，４５８ 内 ６，３０２

６，３９０ － ４００，７４８ 内１４，１２３１４，２３４ － ７３１，２０６

無 申 告
加 算 税

内 ７，１７１
７，２７３ － ２３６，０９０ 内 ２，３００

２，３５３ － １６３，８４８ 内 ９，４７１
９，６２６ － ３９９，９３８

重加算税 内 ６８３
６８６ － ２６９，８４５ 内 ２，６０１

２，６１８ － １，０６２，３５１ 内 ３，２８４
３，３０４ － １，３３２，１９６

計 内１５，６７５
１５，８０３ － ８３６，３９３ 内１１，２０３１１，３６１ － １，６２６，９４７ 内２６，８７８２７，１６４ － ２，４６３，３４０

合 計 － － ７，８７１，２６４ － － ８，９８３，７１６ － － １６，８５４，９８０

調査対象等：平成１４年分以前の申告所得税について、申告納税額がある者について、平成１５年４月１日から平成１６年３月３１日までの間の申告
又は処理（更正・決定等）による課税事績を示した。

（注） 申告又は処理による増減差額及び加算税の増減差額のそれぞれの「人員」欄は、それぞれ延人員を掲げ、本税又は加算税の全額につ
いて異動を生じたものを内書した。

２ 申告所得税

３７




